
◎
社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
一
日
法
律
第
一
一
六
号
）（
衆
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
六
月
一
八
日
・
衆
議
院
厚
生
労
働
委

員
会

）

○
薗
浦
議
員

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
社
会
保
険
労
務
士
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
提
出
者
を
代
表
し
て
、
そ
の
提
案
の

理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

近
年
、
企
業
組
織
の
再
編
や
人
事
労
務
管
理
の
個
別
化
等
に
伴
い
、
個

別
労
働
関
係
紛
争
が
増
加
し
て
お
り
、
以
前
に
も
増
し
て
紛
争
の
迅
速
か

つ
的
確
な
解
決
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

現
在
、
社
会
保
険
労
務
士
の
う
ち
、
紛
争
解
決
手
続
代
理
業
務
試
験
に

合
格
し
た
特
定
社
会
保
険
労
務
士
が
、
個
別
労
働
関
係
紛
争
に
つ
い
て
厚

生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
団
体
が
行
う
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
代
理
等

の
業
務
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

社
会
保
険
労
務
士
は
、
こ
れ
ま
で
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
利
用
の
促

進
に
も
大
い
に
寄
与
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
代
理

業
務
の
範
囲
拡
大
は
国
民
の
利
便
性
を
高
め
る
も
の
と
言
え
ま
す
。

最
近
、
社
会
保
険
労
務
士
制
度
を
取
り
巻
く
状
況
は
大
き
く
変
化
し
て

お
り
、
労
務
管
理
な
ど
に
関
す
る
訴
訟
審
理
に
お
い
て
社
会
保
険
労
務
士

が
そ
の
専
門
知
識
を
生
か
し
て
見
解
を
陳
述
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等

が
要
請
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
社
会
保
険
労
務
士
の
活
用
を
促
進

す
る
観
点
か
ら
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律
案
を
提
出

し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
下
、
こ
の
法
律
案
の
主
な
内
容
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
団
体
が
行
う
個
別
労
働
関
係
紛

争
に
関
す
る
民
間
紛
争
解
決
手
続
に
お
い
て
、
特
定
社
会
保
険
労
務
士
が

単
独
で
紛
争
の
当
事
者
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
紛
争
の
目
的
の
価
額

の
上
限
を
百
二
十
万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
社
会
保
険
労
務
士
は
、
事
業
に
お
け
る
労
務
管
理
そ
の
他
の

労
働
に
関
す
る
事
項
及
び
労
働
社
会
保
険
諸
法
令
に
基
づ
く
社
会
保
険
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
裁
判
所
に
お
い
て
、
補
佐
人
と
し
て
、
弁
護
士

で
あ
る
訴
訟
代
理
人
と
と
も
に
出
頭
し
、
陳
述
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
す
る
と
と
も
に
、
社
会
保
険
労
務
士
法
人
が
、
当
該
事
務
の
委
託
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
社
員
が
一
人
の
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
設
立
を
可
能
と
し

て
お
り
ま
す
。

な
お
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し

社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

三
八



て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま

す
。何

と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
六
月
一
九
日
）

○
後
藤
茂
之
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
各
案
に
つ
い
て
、
厚
生

労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
申

し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
団
体
が
行
う
個
別
労
働
関
係
紛

争
に
関
す
る
民
間
紛
争
解
決
手
続
に
お
い
て
特
定
社
会
保
険
労
務
士
が
単

独
で
紛
争
の
当
事
者
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
紛
争
の
目
的
の
価
額
の

上
限
を
引
き
上
げ
、
社
会
保
険
労
務
士
が
裁
判
所
に
お
い
て
補
佐
人
と
な

る
制
度
を
創
設
し
、
社
員
が
一
人
の
社
会
保
険
労
務
士
法
人
の
設
立
を
可

能
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
昨
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
同
日
提
出
者
薗
浦
健
太
郎
君

か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
を

も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま

す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
、
御
報
告
を
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告

（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
二
日
）

○
丸
川
珠
代
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
第
百
八
十
六
回
国
会
に
お
い
て
衆
議
院
か
ら
提
出
さ

れ
、
本
院
に
お
い
て
継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
法
律
案
の
内
容
は
、
最
近
に
お
け
る
社
会
保
険
労
務
士
制
度
を
取
り

巻
く
状
況
の
変
化
に
鑑
み
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
団
体
が
行
う
個

別
労
働
関
係
紛
争
に
関
す
る
民
間
紛
争
解
決
手
続
に
お
い
て
特
定
社
会
保

険
労
務
士
が
単
独
で
紛
争
の
当
事
者
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
紛
争
の

目
的
の
価
額
の
上
限
を
引
き
上
げ
、
社
会
保
険
労
務
士
が
裁
判
所
に
お
い

て
補
佐
人
と
な
る
制
度
を
創
設
し
、
及
び
社
員
が
一
人
の
社
会
保
険
労
務

士
法
人
を
設
立
で
き
る
こ
と
と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
発
議
者
を
代
表
し
て
衆
議
院
議
員
森
英
介

社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

三
九



君
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
社
会
保
険
労
務
士
の
中
立
性
の
確
保

と
綱
紀
粛
正
の
必
要
性
、
紛
争
の
目
的
の
価
額
の
上
限
を
百
二
十
万
円
へ

引
き
上
げ
る
理
由
、
個
別
労
働
関
係
紛
争
に
関
す
る
裁
判
外
紛
争
解
決
手

続
の
重
要
性
等
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録

に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
一
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
個
別
労
働
関
係
紛
争
に
関
す
る
民
間
紛
争
解
決
手
続
に
お
け
る
紛
争

目
的
の
価
額
の
引
上
げ
に
つ
い
て
は
、
特
定
社
会
保
険
労
務
士
が
代
理

業
務
を
行
う
紛
争
件
数
の
増
加
や
紛
争
事
案
の
高
度
化
・
複
雑
化
が
見

込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
紛
争
解
決
手
続
代
理
業
務
に
必
要
な
知
識
、
実

務
能
力
の
向
上
を
図
る
た
め
の
教
育
・
研
修
体
制
の
充
実
に
努
め
る
こ

と
。

二
、
訴
訟
代
理
人
の
補
佐
人
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
は
、
個
別
労
働
関
係

紛
争
に
関
す
る
知
見
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
全
て
の
社
会
保
険
労
務
士

を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
職
務
を
充
実
し
た
も
の
と
す
る

た
め
、
社
会
保
険
労
務
士
試
験
の
内
容
の
見
直
し
や
対
審
構
造
で
の
紛

争
解
決
を
前
提
と
し
た
研
修
な
ど
の
ほ
か
、
利
益
相
反
の
観
点
か
ら
信

頼
性
の
高
い
能
力
を
担
保
す
る
た
め
の
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま

た
、
補
佐
人
と
し
て
の
業
務
が
能
力
に
基
づ
き
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う

指
導
を
徹
底
す
る
こ
と
。

三
、
社
会
保
険
労
務
士
の
業
務
範
囲
が
大
幅
に
拡
大
す
る
こ
と
か
ら
、
不

適
切
な
事
例
を
防
止
す
る
た
め
、
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会
に

置
か
れ
て
い
る
綱
紀
委
員
会
や
苦
情
処
理
相
談
窓
口
の
機
能
強
化
・
充

実
が
図
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
ま
た
、
社
会
保
険

労
務
士
法
第
二
十
五
条
の
二
又
は
第
二
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
厚

生
労
働
大
臣
が
行
う
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
は
、
適
正
か
つ
厳
格
に
実
施

す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
同
法
第
二
十
五
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
社
会
保
険
労
務
士
会
又
は
全
国
社
会
保
険
労
務
士
会
連
合
会
の
通

知
に
つ
い
て
は
、
適
正
か
つ
厳
格
な
実
施
の
徹
底
が
図
ら
れ
る
よ
う
指

導
す
る
こ
と
。

四
、
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
労
働
争
議
へ
の
介
入
が
可
能
と
な
る
範
囲

に
つ
い
て
は
、
客
観
的
に
明
確
と
な
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

五
、
社
会
保
険
労
務
士
法
が
労
働
者
の
権
利
保
護
に
極
め
て
大
き
な
影
響

を
与
え
る
こ
と
に
鑑
み
、
今
後
の
政
府
に
よ
る
法
改
正
に
当
た
っ
て

社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
〇



は
、
公
労
使
の
代
表
を
委
員
と
す
る
労
働
政
策
審
議
会
を
経
て
、
そ
の

結
果
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

四
、
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告

（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
四
日
）

○
渡
辺
博
道
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
各
案
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い

て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申

し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
団
体
が
行
う
個
別
労
働
関
係

紛
争
に
関
す
る
民
間
紛
争
解
決
手
続
に
お
い
て
特
定
社
会
保
険
労
務
士

が
単
独
で
紛
争
の
当
事
者
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
紛
争
の
目
的
の

価
額
の
上
限
を
引
き
上
げ
、
社
会
保
険
労
務
士
が
裁
判
所
に
お
い
て
補

佐
人
と
な
る
制
度
を
創
設
し
、
社
員
が
一
人
の
社
会
保
険
労
務
士
法
人

の
設
立
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
前
国
会
、
本
院
に
お
い
て
可
決
さ
れ
、
参
議
院
に
お
い
て

継
続
審
査
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
、
去
る
十
一
月
十
二
日
、
参
議
院
に

お
い
て
可
決
の
上
、
本
院
に
送
付
さ
れ
、
同
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ

ま
し
た
。

本
委
員
会
に
お
い
て
は
、
本
日
、
提
出
者
森
英
介
君
か
ら
提
案
理
由

の
説
明
を
聴
取
し
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案

の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

社
会
保
険
労
務
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
一


